
労働者側
（労働組合・弁護士）

使用者側
（日本経団連・弁護士等）

関係機関
（厚労省・裁判所・労委）

　労働相談の実績も増えてきており、個
別紛争は今後増加していくと思う。（労
働者側・古山氏）

　労働問題についての使用者からの相談
内容としては、最近では、労働条件の変
更に関するものが多くなっている。（使
用者側・八代弁護士）

　個別労働関係紛争の増加要因として
は、使用者側によるリストラの進行、労
働者側の意識の変化（就業意識や権利意
識の高まり）が挙げられると考えられ
る。（厚生労働省）

　使用者からの相談内容としては、リス
トラに関連して、希望退職の募り方、組
織変更の仕方、給与体系の変え方、退職
金制度の変更等が中心である。この他、
Ｍ＆Ａ、セクシャルハラスメント、メン
タルヘルス等多岐にわたっている。（使
用者側・角山弁護士）

　事件内容については、集団紛争から個
別紛争への変化が見られる。すなわち、
以前は、解雇事件でも、集団紛争に基づ
くものが多く、訴訟運営の難しい事件も
多かったが、最近は、９割以上が個別紛
争であると思われる。（東京地方裁判
所）

　外資系企業の労働問題といえども、紛
争が発生した場合には日本の裁判所で処
理することとなるので、日本企業の場合
と相違点はないと考えられる。
　ただし、紛争の発生原因については、
製造業が少ないこと、外資系企業におけ
る採用形態（即戦力の中途採用が中心で
ある）、コスト意識（コスト意識は極め
て高い）、賃金体系（仕事の価値に応じ
て賃金を決める）、人事配置（部門ごと
の採用が原則であり、企業内人事交流は
ほとんど行っていない）等に対応して、
日本企業の場合と相違点があると考えら
れる。（使用者側・角山弁護士）

　

関係機関等からのヒアリングの概要

１　労働関係紛争処理の在り方に
　ついて

　この資料は、労働検討会において実施したヒアリングにおいてヒアリング対象者から述べられた意見等の概要を検討の参考資料として事
務局において取りまとめたものである。

(1)　労働関係紛争の動向等

　
　　事項

ヒアリング対象者
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　個別紛争が増加するとともに、集団紛
争の形態であっても実質的には個別紛争
であるもの（合同労組による事案）が多
くなっている。（使用者側・角山弁護
士）

　少数組合が存在する会社においては、
集団的な労使紛争事件は、少数組合が申
し立てる場合が多いようである。（使用
者側・小島氏）

　検討に当たっては、労働事件をひとく
くりにすべきではない。①迅速に判断を
出してほしい単純な賃金不払い事件、②
中小企業に多い、正当な理由が必要であ
ることを知らずに、又は無視して行われ
る単純な解雇事件、③経営者側から見る
と一定の正当な理由があるとされ、理由
の合理性が議論となる解雇事件、④賃金
差別事件等、類型に分けて議論すべきで
ある。（労働者側・鴨田弁護士）

　相談案件のうち、裁判に移行するのは
２割弱に過ぎず、残りは当事者間の話し
合い等で解決されている。（使用者側・
角山弁護士）

　日々の生活に追われる弱い立場にある
労働者は、ＡＤＲを利用する場合には、
どうしても譲歩せざるを得ないのが現実
である。（労働者側・小山氏）

　　　

　企業内のフォーマルな機関である苦情
処理機関はあまり利用されていないが、
企業内での苦情処理機能は労働組合が果
たしていることが多く、苦情処理制度が
あるということ自体に意義があると考え
られる。（労働者側・小山氏）

　企業は自社内で労使問題を解決する仕
組みを持つことが必要である。当方の把
握するところでは、主要企業２９社のう
ち２７社が苦情処理制度を持っている。
ただし、そのうちの１４社では制度はほ
とんど活用されていないということであ
る。これは苦情処理は主に労働組合に依
存し、正規の苦情処理制度が利用されな
いことがよいことだとの考えに基づいて
いたことによるのではないか。（使用者
側・小島氏）

　

(2)　労働関係紛争処理制度
　　（ＡＤＲを含む。）の全
　　体像

　ア　紛争の種類とその解決
　　の在り方等

　イ　紛争の予防、自主的解
　　決の在り方
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　苦情処理制度に持ち込まれる事案の最
近の傾向としては、上司との人間関係に
関するもの、人事評価に関するもの、セ
クシュアル・ハラスメントに関するもの
等がある。（使用者側・小島氏）

　労働協約上の苦情処理委員会がある
が、その運用例は少ない。これは、正規
の手続に付される前に、労組の書記長等
が事実上解決を図ることとなっているか
らであり、正規の苦情処理委員会が利用
されていないということだけで、その価
値を判断することは適当ではない。（使
用者側・杉山氏）

　本来、労働者の抱える苦情は上司との
間で解決できればよいのであるが、処理
のしにくい事件について、苦情処理制度
がバイパスの役割を果たすのではない
か。（使用者側・小島氏）

　裁判所は簡便さが欠如しており、使い
にくい。敷居の高くない簡便な制度が必
要である。（労働者側・古山氏）

　裁判所は法を正しく適用し、ルールを
守らせるという点できっちりと仕事をし
ていると評価できる。（使用者側・小島
氏）

　労働関係仮処分事件で和解が成立せ
ず、決定に至ったものであっても、本案
を提起することなく、訴訟外で和解が成
立するものもある。（最高裁判所）

労働調停を含め、様々なＡＤＲがあって
よいが、紛争処理制度の基本は裁判であ
ると考える。（労働者側・古山氏）

　最終的な法律判断はプロフェッショナ
ルである裁判官が行うべきである。裁判
所の判断にそれほど問題があるとは考え
ていない。（使用者側・小島氏）

　東京地方裁判所の裁判官に聞いたとこ
ろでは、労働関係仮処分事件での和解
は、ほとんどが、本案が解決するまでの
暫定的な和解というよりも、終局的な和
解であるとのことである。このように、
労働関係事件では、仮処分手続でも終局
的な解決がされているようである。（最
高裁判所）

　 　労働問題の相談が気軽にできて、気軽
に解決できるような制度が求められてい
る。裁判所の判決に問題があるから専門
家を入れるというような考えは持ってい
ない。裁判所は信頼に足りると考えてい
る。未組織労働者も含めて親身になって
対応してくれる仕組みが必要だというこ
とである。（使用者側・杉山氏）

　労働関係事件の控訴率は、一審の判決
件数に対して約５割であるが、和解・取
下げを含めれば、全体の約８割の事件が
地方裁判所の段階で解決していると考え
られる。（最高裁判所）

　ウ　労働関係紛争処理にお
　　ける裁判所の役割
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　裁判所を信頼しているので、その充実
を図ってほしい。（使用者側・杉山氏）

　個別労働紛争解決制度については、施
行後半年を経て次第に認知されつつある
とともに、処理内容が問題となった事案
があるとも聴いていないところであり、
紛争解決という期待される役割を果たし
ているものと考えられる。（厚生労働
省）
　個別労働紛争解決制度は強制的に紛争
の解決を図るものではなく、紛争の両当
事者が任意に利用する制度であり、一方
当事者が利用を拒否した場合（使用者側
が弁護士に相談しており労働局の手続に
は対応するつもりがない場合、使用者側
が以後は裁判で争いたいとして手続を続
行させないことを望んでいる場合等）や
両当事者間に歩み寄りがない場合には、
手続を打ち切ることとなる。（東京労働
局）
　助言・指導に関して、紛争に係る事実
関係の調査は、まず申請者から事情を聴
取した後、相手方からも事情を聴取して
行うが、双方の主張に食い違いがある場
合には、いずれの主張が真実であるかに
ついて証拠に基づく事実認定までは行わ
ないので、手続を打ち切ることとなる。
（東京労働局）

　助言・指導においては、紛争に係る事
実関係の調査の際に、就業規則、辞令、
タイムカード等の資料の提出を依頼して
いるが、強制権限はないので、任意に協
力してくれる範囲内で事実関係を確認す
ることとなる。（東京労働局）

　エ　各紛争処理手続・機関
　　の相互の関係（各手続・
　　機関の役割・評価を含
　　む。）
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　助言・指導はサービスであって、行政
権限の行使としての強制力はない（助
言・指導の諾否は当事者の判断）ので、
労働局の処理に不満があれば、さらに別
の紛争処理制度が利用されることとなる
と考えられる。（厚生労働省）

　労働局における個別労働紛争解決の手
続は非公開で行っており、それが制度の
メリットの一つであると考えられる。
（厚生労働省）

　各労働局で、個別労働紛争解決制度関
係機関連絡協議会を設けて、地方公共団
体、裁判所、民間の紛争解決サービス提
供機関等に参加を呼びかけ、連携を密に
している。（厚生労働省）

　関係機関との連携の一環として、商工
会議所、経営者協会等の経済団体との間
で、制度の説明、情報交換や協力依頼を
行っている。（東京労働局）

　同一の不当労働行為事件が裁判所と労
働委員会とに重複して申し立てられた場
合には、裁判所と労働委員会が手続の進
行に関して協議を行った方がよい事件も
あると考えられる。特に、裁判所で和解
が進められている場合に、その状況につ
いて情報がほしいと考えている。（中央
労働委員会）

　裁判所と労働委員会の間で相互理解に
努めることが必要である。ただ、以前、
裁判所と労働委員会の連絡協議会が行わ
れていたが、双方が言いっ放しで終わる
のであれば相互の理解は進まないのでは
ないか。（東京都地方労働委員会）

  オ　連携
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　陳述書等の書面の字面から、その裏に
ある紛争の本質をどれだけ見抜けるか
が、労働事件を担当する裁判官に必要な
能力・資質であるが、ともすれば証拠の
表面しか見ていないのではないかと感じ
られることがある。（労働者側・鴨田弁
護士）

　労働事件に関する判例の知識がないと
議論にならない。また、労働法の基本的
知識が必要である。（使用者側・角山弁
護士）

　何をもって労働事件の専門性というか
については多様なものがあって難しく、
現時点では、労働事件の専門性がどうい
うものかについて答えは持っていない。
解雇事件では、判例で権利濫用の法理が
複雑かつ体系的に固まっているが、権利
濫用の判断に当たり、労働者の生活の維
持と企業の論理とのバランスをどこで取
るかは難しいとともに、証拠による事実
認定という民事裁判官としての事件の見
方がミックスして働くことになる。（東
京地方裁判所）

　労働関係を専門としていない弁護士が
労働者側の代理人を務めていた事件で、
労働者側代理人と話し合ったものの、結
局、和解の機会を失ってしまったことが
あった。和解の潮時を見極められ、和解
へのシグナルを発することのできるよう
な事件解決のノウハウに専門性があると
考えられる。（使用者側・角山弁護士）

　労働関係事件に関しては、事実認定の
部分においては、通常の民事訴訟と変わ
りはないが、法令の適用の部分において
は、法令が多数存在するとともに、判例
も数多く、これらに通暁することが必要
であり、こうした点の専門性はある。
（東京地方裁判所）

　 　裁判官の中には労働関係の専門性につ
いて書物を読むことで足りると考えてい
る者がいるようであるが、労働法制は現
在めまぐるしく変化しているとともに、
取り扱う事件に応じた専門性も必要とな
るのではないかと考えられる。（使用者
側・小島氏）

　労働事件の専門性といった場合、判例
等を勉強しなければならないことはもち
ろんであるが、語弊があるかもしれない
が、専門部にいると半年程度で勘所がつ
かめるようになる。また、専門性とし
て、労使慣行のことが言われることがあ
るが、当該事件の職場を超えるような一
般的な労使慣行というものがあるのかに
ついては疑問をもっている。問題となる
のは当該事件の職場での労使慣行であ
り、結局、一般の事件の事実認定と異な
らないように思える。（東京地方裁判
所）

　イ　専門性・特殊性の有無
　　及びその内容

(３)労働紛争処理における特殊
　性・専門性
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　労働事件では、鑑定が行われるという
ことはなく、医療・建築紛争のような意
味での「専門性」はないが、労使関係の
経験や実情の理解、人事・処遇の在り
方、企業全体への波及効果といった点で
「特殊性」はあると考えられる。（使用
者側・八代弁護士）

　労働事件の専門性の一つとして労使関
係のことが言われるが、一般的な労使慣
行というものが存在するのか疑問であ
る。裁判では、当事者間の個別の労使関
係を見るのであり、こうした労使慣行を
見ることも事実認定の一つであると考え
られる。（東京地方裁判所）

　労働事件の特徴としては、①対立的構
造（離婚事件に似ている面がある。）、
②複雑性（当事者の全人格が問題とされ
ることがある。）、③対立が極めて激し
い場合には、解決がなかなか進まないこ
と等である。（使用者側・角山弁護士）

　裁判所は当事者の主張を通じて判断す
ることとなるのであり、当事者が争った
ところについては、提出された証拠によ
り事実認定することとなる。裁判所の認
識が間違っているというのであれば、そ
の点は当事者から裁判の場で指摘してほ
しい。（東京地方裁判所）

  裁判所は、労働事件には専門性はな
く、通常の民事事件と同様に扱えばよい
と考えているようであるが、労使の現場
には様々ないわば慣習法と言うべきもの
が存在している。（中央労働委員会）

　　・専門性を有する人材
　　の活用の必要性

　労働組合では、各産別組織や地方組織
の中に十分な労働関係の専門家を擁して
おり、労働調停や参審制度に関与する人
材についての対応は十分に可能と考えて
いる。（労働者側・小山氏）

　個別的な紛争への対応ということを考
えると、労働問題の専門的知見を有する
者として、労使双方の利益の代表者を参
加させることは適切ではない。むしろ、
労使の代表ではない労働問題の経験者を
確保すべきである。（使用者側・八代弁
護士）

　裁判官は労使関係や業界の状況等につ
いては、実際の経験がないので、書物、
裁判資料等で勉強をしている。（最高裁
判所）

　労働組合としては、きちんとした労使
関係を作ろうと努力しており、労使相互
の事情を理解しているバランス感覚を
持った人材が多くいる。職場にはそのよ
うな人材が相当いるのではないか。（労
働者側・古山氏）

　私が考える専門家の水準は労働者側の
想定する水準よりも高いのかもしれな
い。しかし、親身に話を聞いて解決策を
提案してくれる「人生の達人」はたくさ
んいるだろうが、裁判官と一緒に議論で
きるような人材はどの程度いるのか。労
使の経験の長い者というだけで天下り的
に選任されることはとんでもないことだ
と考えている。（使用者側・小島氏）

　労働関係訴訟事件を担当する裁判官の
育成については、①全国の労働関係訴訟
事件の処理のレベルアップのために、労
働部の経験者を全国に配置すること、②
同一者を何度か労働部に配置して労働関
係訴訟事件の処理についての核となって
もらうこと、の２面がある。（最高裁判
所）
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　労使関係に携わってきた人は一定程度
の共通の専門性を持っているはずである
が、より一層の専門性ということになる
と、業種や企業規模により異なることは
あると思う。どの分野にも１００％対応
できる人材はいないから、いくつかの分
野から人材を得ることで対応が可能では
ないか。（労働者側・小山氏）

　判決により判断を下す訴訟の過程に労
使の非職業裁判官を関与させることは、
労使の利害・対立を持ち込むことにな
り、それが良いのかどうか疑問である。
労働調停的な局面と判定的な局面を分け
て考えることが必要ではないか。（使用
者側・角山弁護士）

　裁判官の労働分野の専門性を高めるた
め、司法研修所において外部講師（労働
法学者、労働経済学者、労使関係者、労
政事務所職員等）を招いた実務研究会を
実施している。（最高裁判所）

　労働関係紛争の個別化に伴い訴訟代理
人の専門性が薄れてきているようだ。労
使双方の代理人が労働関係を専門にして
いない弁護士であると、訴訟の場で専門
的な議論が深められないことが危惧され
る。（使用者側・小島氏）

　多数の法令・判例に通暁すべきである
という点の専門性の獲得を、裁判官個人
の自己研鑽だけに委ねておくのは問題で
あり、裁判所としてのサポート体制の整
備が必要であると思われる。その意味
で、司法研修所の研究会は参考になっ
た。（東京地方裁判所）

　大企業では、企業グループ内や下請
け・取引先に中小企業もあるから、大企
業の経験者は中小企業のことも分かると
思われるが、制度を設計していく上で
は、大企業の者と中小企業の者がともに
参加していくのがよいのではないか。
（使用者側・小島氏）

　多数の事件に接しているうちに、事件
処理の勘所が身に付いてくるようにな
り、例えば、使用者側の答弁書を見ると
ある程度見当がつくことがある。する
と、調べるべき証拠が分かったり、和解
を勧めようとか、証拠調べを終えてから
和解を勧めようといったことができるよ
うになってくる。（東京地方裁判所）

　労働関係紛争の処理のためのＡＤＲは
いろいろあってよいと思っているが、よ
り便利で労働者に近いものが必要であ
る。労働調停を否定はしないが、本当に
必要なのか疑問の余地はあろう。（労働
者側・小山氏）

　個別紛争については、労働調停におい
て、より簡便に迅速な解決を話し合いで
図っていくことが良いのではないか。
（使用者側・杉山氏）

　労働事件では、当事者は、調停に付す
よりも、担当の部で和解を進めることを
希望することが多い。実際、担当する事
件のうち調停に付したものは１件であ
り、数件の事件で調停に付すことを提案
したが断られた。（東京地方裁判所）

　労働調停は紛争解決のチャンネルとし
ての意味はあると思うが、現状では、裁
判所から民事調停を勧められても訴訟の
担当裁判官の下で和解をやってくれと希
望することになろう。その方が解決が速
いと考えている。判決が出されるという
ことが背景にないと、解決が遅くなるの
ではないか。（労働者側・井上弁護士）

　現在、裁判所は和解を行うことで、実
質的には調停の機能を果たしていると言
える。これは、判決に向けての見込みに
基づいて行うので譲歩を引き出しやす
く、うまく機能しているのではないか。
ただ、闇雲に話し合っても和解は進まな
い。（使用者側・角山弁護士）

　地方裁判所における労働関係の付調停
の件数は極めて少ない。（最高裁判所）

(1)　労働調停に求められるも
　　の（労働調停の機能・効
　　果）

２　導入すべき労働調停の在り方
　について
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　労働事件の民事調停について、地裁・
簡裁での相違というのは特に関係ないの
ではないか。適切な者が得られれば、ど
ちらでも良いだろう。（労働者側・鴨田
弁護士）

　現行の民事調停に労働事件の実績がな
いのは、調停委員としてどのような人材
がいるのかが分からないからである。結
局、当該事件の担当裁判官の下での和解
を希望することとなる。（使用者側・八
代弁護士）
　参与制に十分な人材を確保できない現
時点では、当面、労働調停制度の強化を
図るべきである。（使用者側・小島氏）

　労働調停の調停委員については、業界
ごとに多様な慣行、用語等があるので、
全ての事件に対応できる人材をそろえる
ことは難しい。現場の状況を汲み取ろう
と努力し、労働関係に一定の経験のある
者が得られればよいのではないか。（労
働者側・鴨田弁護士）

　労働調停であれば、労働関係の専門家
の関与が容易であり、法曹資格のない
「人生の達人」のような専門家が広く関
与できるようになるのではないか。（使
用者側・杉山氏）

　調停委員には、地方労働委員会委員Ｏ
Ｂ、社会保険労務士、企業の人事労務経
験者、労働行政職員ＯＢ、人事労務コン
サルタント等が少数選任されているが、
未だ人数は少なく、調停の期日が入りに
くい状況にあるので、この点の改善に努
力したいと考えている。（最高裁判所）

　労働調停の調停委員としては、紛争の
解決に向けての見込みを持てる者、紛争
解決のノウハウを有する者が必要であ
る。（使用者側・角山弁護士）

　大企業・中小企業、国内企業、外資系
企業等全ての分野にわたって経験がある
者はいない。労働調停の調停委員として
は、複数の者を組み合わせて集めるしか
ないだろう。特に、地方では十分な人材
を確保できるかどうかという問題があ
る。（使用者側・角山弁護士）

　労働紛争では和解や調停といった調整
的な解決が重視されるので、訴訟に持ち
込まれる前に民事調停により早期解決が
図られることが望ましい。（使用者側・
小島氏）

　裁判所が、事件内容に応じて、適宜、
労働調停に付する事件の振り分けをして
いけば、労働調停は利用度の高い制度と
なり得るのではないか。（使用者側・八
代弁護士）

(2)　雇用・労使関係に関する
　　専門的な知識経験を有する
　　調停委員

(3)　調停前置の要否

(4)　訴訟手続との連携
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　裁判所が、訴えの提起のあった事件に
ついて、労働調停に付するものとそうで
ないものを適切に振り分けられるように
することが必要である。（使用者側・角
山弁護士）

　簡裁の調停を経験したことは、これま
でに１度しかない。例えば、解雇された
労働者側に、内心退職してもよいと思っ
ている等の裏の事情がある場合には、当
初から簡裁の調停で適切な解決を求める
ということはあり得るが、通常は訴訟が
提起された後に、裁判所が適切に事件を
振り分けるのがよいのではないか。（使
用者側・八代弁護士）

　裁判所による公権的な解決が背景とし
てないと和解が進まないのと同様に、簡
裁の調停の場合、調停が不調に終わった
場合にどうするかを考える必要がある。
改めて地裁に訴えを提起するのでは、時
間がかかることとなり、簡裁の事物管轄
を拡大する等しないと、紛争解決全体の
プロセスが長期化するだけである。低額
の賃金不払い事件であれば、簡裁で調停
を行い、不調の場合には簡裁で判決を得
るという仕組みでもよいと思うが、解雇
事件について簡裁で処理するのは難しい
のではないか。（使用者側・角山弁護
士）

　労働調停を導入する場合、単に紛争解
決のプロセスを長期化させるだけという
ことでは意味がない。裁判との連携を考
えて、調停が不調に終わった場合には直
ちに訴訟に移行できるようにすることが
必要である。（使用者側・角山弁護士）
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　労働参審制では、解雇事件や労働条件
の不利益変更事件での合理性の判断等に
当たり、労使の紛争解決能力をいかすこ
とが期待される。裁判官は中小企業の経
営実態について十分に知っているとは思
われない。（労働者側・小山氏）

　労働参審制には反対である。最終的な
法律判断はプロフェッショナルである裁
判官が行うべきである。裁判所の判断に
問題があるとは考えていない。労使の関
係者が入ることによってかえって混乱を
招くのではないかということをおそれて
いる。（使用者側・小島氏）

　法律の支配が行き渡っていない職場が
多い中で、裁判所が中小企業の現場の実
態をどこまで理解しているのだろうか疑
問である。裁判の場で労働者側・使用者
側が意見を率直に出し合うことは良いこ
とだと思う。（労働者側・古山氏）

　労働事件訴訟にかかる参与制について
は、専門家の意見を聴いて判断の参考に
する価値はあり、考慮の余地はあるので
はないか。ただし、参与員になり得るだ
けの人材が十分に確保できるかどうかの
問題がある。全国で３０人程度ならば何
とかなろうが、３００人程度ということ
になると、とても確保できるとは思われ
ない。さしあたり、東京・大阪に一定数
の参与員を確保しておくということにな
るのか。（使用者側・小島氏）

　 　十分な労使関係についての社会的経験
や洞察力がないと、書証のみによる事実
認定・判断は難しいのではないか。（労
働者側・井上弁護士）

　ドイツの労働裁判所の判決に対する控
訴率が低いのは、労使の能力が活用され
ることにより納得性が高くなっているた
めではないか。（労働者側・小山氏）

３　雇用・労使関係に関する専門
　的な知識経験を有する者の裁
　判制度の導入の当否について
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　解雇の合理的理由や立証責任の在り方
等について、実定法上の整備が必要であ
る。（労働者側・井上弁護士）

　解雇事件では、解雇に正当な理由があ
ることについての立証責任は実質的には
会社側に転換されており、会社としては
必死に資料を提出する。（使用者側・角
山弁護士）

　裁判所としては、当事者が裁判所の見
方について裁判の場で指摘することがで
きるよう、当事者の攻撃防御に資するた
め、裁判所の考え方を当事者に示してい
くことが適当であると考える。（東京地
方裁判所）

　使用者側の証人や陳述書は、使用者の
意向に沿ったものであることが通常であ
る。裁判所は、使用者側の陳述書を信用
しすぎであるとともに、証人尋問を制限
しすぎである。陳述書を適切に活用する
ことはよいが、尋問は制限すべきではな
い。（労働者側・井上弁護士）

　労働関係事件について、当事者照会の
利用はほとんどない。訴訟では裁判所に
理解してもらうための資料が必要なので
あり、当事者同士の場合、感情的な対立
のため、必要のない資料についても照会
するようなことになるからである。（使
用者側・角山弁護士）

　使用者側からの証拠開示については、
会社側の主張を裏付ける証拠がない場合
に、裁判所は、証拠を出させるよう積極
的に訴訟指揮してほしい。（労働者側・
鴨田弁護士）

　手続法上は特に労働事件固有の改正は
必要ないと考えるが、解雇事件について
は、解雇が有効か無効かの判断だけでな
く、本人が復職を望まない場合には、違
法な解雇について有効だが損害賠償責任
を負うといった判断ができるようにする
など、多様な解決方法を選択できるよう
にすることが必要ではないか。（使用者
側・角山弁護士）

　使用者側は、業務の一環として、賃金
を支払って従業員に陳述書を書かせるの
で、（使用者側の主張に沿う）多数の陳
述書を提出することができるが、労働者
側は、解雇されること等を想定してあら
かじめ関係書類をコピーしておくなどし
ない限り、十分な書証を提出することは
できない。したがって、提出された書証
のみで適正な判断を行うことは困難であ
る。（労働者側・井上弁護士）

　当事者双方の代理人を裁判所が呼んで
意見交換するということは考えられるの
ではないか。弁論準備手続（組合員等の
支援者が傍聴している場合がある。）で
はどうしても形式的な主張に終始しがち
であるから、裁判所が非公式に呼んで、
訴訟の進行の見込みについて本音を聞く
という方法はあり得る。（使用者側・八
代弁護士）

　(1)　労働関係事件の性質と
　　訴訟手続の在り方

４　労働関係事件固有の訴訟手続
　の整備の要否について
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　使用者側は、同僚、上司等による多数
の陳述書や証言を準備できるが、労働者
側は、本人の陳述書等以外の準備は困難
であるから、資料や証拠の確保を図るこ
とが重要である。さもないと、使用者側
の提出した資料だけで争点整理や尋問が
行われることとなってしまう。（労働者
側・井上弁護士）

　労働者側としては、１審判決までの許
容できる期間の範囲は、雇用保険の受給
期間内（90日～330日）である。（労働
者側・古山氏）

　使用者側は通常訴えられる側である
が、事件はなるべく早期に決着させたい
と考えている。１審では１年～１．５年
で判決に至ることが望ましい。２年以上
かかると長期化していると感じる。しか
し、数か月で判決が出る場合には、適正
な審理がなされているのかかえって心配
である。必ずしも短期間で決着すればよ
いということではない。（使用者側・小
島氏）

　平均審理期間は短縮傾向にあるが、こ
れは、①早期に十分な争点整理を行って
いること、②計画的な審理を進めている
ことの成果の現れであると考えている。
（最高裁判所）

　労働者が労働組合に所属していても、
審理期間が１～２年もかかるとなると、
なかなか裁判で争うということにはなら
ないケースもある。したがって、迅速に
仮処分決定が出されることが必要であ
る。また、組合のサポートのない労働者
は、事件を速く解決したいと望んでお
り、審理に１年もかかることは裁判を利
用する上での障害となる。（労働者側・
井上弁護士）

　日本企業の場合、迅速性ということを
あまり主張することはない。労働者側が
主張される迅速性というのは、労働者側
が勝訴する結論を迅速に出してほしいと
いうことではないか。公正な審理を行う
ためには、ある程度期間を取って行うこ
とが必要であり、仮処分も２～３か月で
処理することはできないのではないか。
仮処分が７～８か月で出るというのは、
かなり迅速なのではないか。会社側は裁
判所から次々出される宿題にアップアッ
プしながらも対応しており、会社側が審
理の引き延ばしを図っているということ
はない。（使用者側・八代弁護士）

　新民訴法の趣旨にのっとり、早期の争
点整理、集中証拠調べを行い、審理の迅
速化を図っているが、さらに、現在、民
事訴訟手続一般について、①事前の証拠
収集手続、②訴訟の終期を見通した審理
計画の作成、③専門委員制度について検
討がされているところであり、これらに
よって労働関係事件訴訟についてもさら
に迅速化が図られるものと考えている。
（最高裁判所）

 (2)　民事裁判の充実、迅速化
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　裁判の迅速化は重要であるが、適正な
裁判を実施するためには、十分な尋問時
間を確保することが必要である。（労働
者側・井上弁護士）

　当該事件だけでなく、その事件を含む
労働「紛争」全体を解決するためには、
むしろある程度時間をかけて審理や和解
を行っても良いということになるかもし
れない。（使用者側・八代弁護士）

　事件処理の迅速化には、新民訴法での
計画審理、集中証拠調べの寄与するとこ
ろが大きいと考えられ、最近では、訴訟
の当初から計画的・集中的な審理を行う
という姿勢が定着してきている。新民訴
法に基づく計画的・集中的な審理を一層
進めていけば、さらに審理期間を短縮す
ることが可能であると考えられる。（東
京地方裁判所）

　労働者側から見ると、外資系企業では
迅速な解決を求めているのかもしれない
が、日本の企業は千差万別であり、審理
の引き延ばしを図っている企業も多い。
合理的な経営者もいれば、不合理なワン
マン経営者もいる。（労働者側・井上弁
護士）

　会社も迅速な解決を望んでいるはずで
ある。特に、外資系企業は、日本の裁判
の中立公平性については全く不満はない
が、迅速性の点については不満を持って
いる。（使用者側・角山弁護士）

　このような新民訴法にのっとった訴訟
の進行は、これまで労働関係事件に関し
ては実践が徹底していない気もするが、
最近の新規係属事件については徹底しつ
つあり、今後、それなりの成果が出てく
るのではないかと考えられる。（東京地
方裁判所）

　争点整理終了後に労働者側が入手した
証拠が裁判所に採用されないとすると、
手続の迅速化は図られても、適正さを確
保することはできない。（労働者側・井
上弁護士）

　弁論準備手続の期日であっても、労働
者側の支援者が多数傍聴に来ている場合
には、セレモニー的に建前の主張に終始
することとなり、争点整理が一向に進ま
ないことがある。（使用者側・八代弁護
士）

　当事者には、自らの言い分を徹底的に
主張したいという気持ちと、早期に事件
を解決したいという気持ちの両方があ
る。このため、裁判所では、解決のスパ
ンをどの程度に見込んでいるかについて
の当事者の本音を聞き出し、証拠調べを
集中的に行うようにすること等が必要で
ある。こうした工夫をして、現行法に基
づく争点整理、証拠調べ手続を活用すれ
ば、さらに審理期間の短縮化を図ること
ができるのではないかと考えられる。
（東京地方裁判所）
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　労働関係事件の訴訟を１年以内に終わ
らせることは、使用者側からの後出しの
主張を制限するとともに、使用者側の保
有する証拠を提出させることができれ
ば、可能ではないか。（労働者側・井上
弁護士）

　近年、裁判所は争点整理に積極的で迅
速化が図られているが、これ以上の改善
は難しいのではないかと感じる。（使用
者側・角山弁護士）

　労働関係事件の処理の長期化の要因と
しては、以下のような点が挙げられる。
（最高裁判所）
①　問題となる法律要件が抽象的である
こと。例えば、解雇事件においては、解
雇の要件は判例法理により明らかにされ
ているが、「合理的な理由」による解雇
であるか否かは様々な間接事実を積み重
ねることによって判断される。したがっ
て、どの程度の間接事実が必要であるか
についての争点整理が難しく、人証調べ
も幅広く行うこととなりがちである。
②　当事者が争点を絞ることによって不
利になることをおそれ、細かい事実につ
いてまで際限なく主張しあうことがある
こと。
③　労働関係事件では、訴訟の原告の人
数が多い場合、原告各人ごとに主張、調
べるべき証拠が異なることが多く、審理
上の負担が大きいこと。例えば、複数人
についての解雇事案で、各人ごとに解雇
理由が異なり、当該各人ごとに主張・立
証を行うことが必要となることが多い。

　解雇理由の合理性が問題となる解雇事
件や賃金差別事件等の類型では、迅速な
解決のためには証拠開示の徹底を図るこ
とが必要である。（労働者側・鴨田弁護
士）

　訴えの提起後最高裁判決が出されるま
でに２６年以上を要した事件もあり、審
理のスピードアップを図ることが必要で
ある。（使用者側・杉山氏）

　審理に長期間を要する事件としては、
当事者の人数が多く、各当事者ごとに個
別の主張・立証が必要な事件が挙げられ
る。例えば、残業手当の支払いを求める
訴訟では、各原告ごとに、いつ、どのく
らい残業をしたかという前提事実を確定
するのに期間を要することとなる。ま
た、不正経理を理由とする懲戒解雇事件
では、経理の仕組み、金の流れ、詳細な
経理の内容についての主張・立証が必要
となる。（東京地方裁判所）
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 使用者側は、解雇の理由を何回かに分
けて追加的に提出し、裁判所も特段主張
の制限をしないので、これらに対して逐
一反論しなければならず、時間がかかっ
てしまう。（労働者側・井上弁護士）

　労使の対立が激しいときに、迅速な処
理といってすぐに判決を出すのは本当に
解決になるのだろうか。裁判所に訴えが
提起されるような紛争は、こじれにこじ
れたものである。ときには、互いに主張
を出し尽くさせて、疲れたところで和解
で解決する方が、判決を得て上級審でさ
らに争うよりも、全体としては解決が速
いかもしれない。（使用者側・角山弁護
士）

　解雇事件では、権利の濫用であるか否
かが争われるが、これは諸事情を勘案し
て判断することが必要となるため、例え
ば、以下のような事情から、審理が長期
化することがある。（東京地方裁判所）
①　使用者側が、解雇した労働者の不行
状を立証するため、不倫に起因する離婚
訴訟で敗訴したことを取り上げ、その一
件書類を出そうとするなど、当事者が必
ずしも関連しないような主張・立証を行
うこと。
②　使用者側が、解雇理由について、労
働者側の反論を見て再反論するなど、当
事者が主張を小出しに出してくることに
より、争点整理が進まないこと。
③　主張が微細な部分にまで及び、人証
調べも詳細に行わなければならなくなる
こと。

　以前は、労使ががっぷり四つに組んで
和解の機運を待つといった事件もあった
が、最近は、解雇事件も差別事件も速く
解決したいという切実な要望が強い。
（労働者側・井上弁護士）

　労働事件においては、判決や命令を発
することが必ずしも究極的な解決にはな
らないので、和解で終わらせたいという
のが代理人間の共通の暗黙の了解であ
る。（使用者側・角山弁護士）

　就業規則の変更の効力を争う事件、差
別的取扱に関する事件等も長期化しやす
い。（東京地方裁判所）

　迅速に処理すべき事件とそうでもない
事件について、審理計画の作成段階で振
り分けを行うことは、代理人にその気が
あれば可能だろう。（労働者側・井上弁
護士）

　裁判外の和解において、手持ちの資料
を相手方弁護士に示すことが和解に結び
つくかどうかは疑問である。むしろ、双
方が事実関係についてあいまいなままに
和解を進めた方が解決に結びつくのでは
ないか。（使用者側・角山弁護士）
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　和解で解決する場合でも、公的な判断
が示されないと決断できないということ
がある。裁判所の判断を一度示してもら
い、次の舞台で和解するということもあ
る。和解の前提として、仮処分や一審の
判決が出され、又は裁判官による一定の
発言がなされることが必要であり、それ
により初めて解決できる事件も多い。
（労働者側・井上弁護士）

　和解による解決のためには、当事者間
に共通の認識がある場合よりも、会社の
立場、労働者の立場が異なっていた方が
妥協しやすいという面もある。（使用者
側・八代弁護士）

　組織の大きな労働組合の組合員であれ
ば援助を受けられることもあるが、そう
でない組合の場合、組合が解雇された労
働者の生活を補償するケースは少ない。
雇用保険も半年で切れるため、自分の生
活は自分で賄わないとならなくなるが、
アルバイトをしたり、預金があったりす
ると仮処分の必要性を否定されてしま
う。（労働者側・鴨田弁護士）

　同一の事件において、複数次の仮処分
申請で判断が分かれるのであれば、労働
者にとってたまったものではなく、司法
への信頼にも関わる問題である。（労働
者側・井上弁護士）

　労働事件の仮処分を特殊なものと見る
べきではない。仮処分は権利関係につい
て暫定的に定めるものであり、例えば１
年後には事情が変わってしまうことは十
分にあり得る。賃金仮払いを認める期間
を限定して、事情の変更に応じられるよ
うにすることは必要である。さもない
と、仮処分で事件が実質的に決まること
となり、かつての「仮処分の本案化」に
逆戻りしてしまう。（使用者側・八代弁
護士）

　東京地裁では、仮処分の手続は書面審
理が中心で、人証調べが行われていな
い。（労働者側・井上弁護士）

　仮処分の手続も、評価は分かれよう
が、数か月から８か月程度で決定が出さ
れており、迅速に処理されているものと
考えている。ただし、地方の裁判所で
は、労働法について基本的な事項を理解
していないのではないかと感じるような
裁判官がいるところもあり、その充実が
必要である。（使用者側・八代弁護士）

　(4)　その他
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　労働者が預金を保有している場合、預
金がなくなってから賃金仮払いの仮処分
を出すというのでは、労働者にとって過
酷である。事実上、仮処分の手続が利用
できなくなってしまう。（労働者側・井
上弁護士）

　仮処分の手続が書面審理中心となって
きたのは、仮処分の本来の趣旨に反する
「仮処分の本案化」への反省からであ
る。また、仮払いの期間を第１審判決の
言渡しまでとすれば、いったん仮処分が
出されると事件の解決が遅滞してしまう
おそれがある。（使用者側・角山弁護
士）

　仮処分による賃金の仮払期間を１年に
限定することとなると、本案訴訟の判決
が出されるまでの間に第２次仮処分を申
請しなければならなくなることがあり、
当事者、裁判所の双方にとって負担とな
る。（労働者側・井上弁護士）

　札幌地裁では、仮処分事件でも、部長
を含めた複数の裁判官で担当しており、
若い裁判官が加わっていても安心感があ
る。（使用者側・八代弁護士）

　賃金の仮払いを求める労働者は、陳述
書において生計を明らかにすることが必
要とされる。これは使用者側に自らや家
族のプライバシーを明らかにせざるを得
なくなるものであり、苦痛を強いられる
こととなる。（労働者側・井上弁護士）

　ほとんど同じ証拠で、第１審と第２審
で事実認定が異なる場合がある。（労働
者側・鴨田弁護士）

　現状では、一人の裁判官が多数の事件
を抱えており、１つ１つの事件について
的確な事案の把握が困難となり、適切な
訴訟指揮ができないことが危惧される。
したがって、労働事件を担当する裁判
官、職員の大幅な増員が必要である。
（労働者側・井上弁護士）

　現在の裁判所は、人的・物的な設備が
不十分であり、その拡充が必要である。
（労働者側・鴨田弁護士）
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　労働委員会は、費用が低廉であり、弁
護士の代理人がいなくても対応が可能で
あることから、よく利用している。（労
働者側・古山氏）

　労働委員会における不当労働行為審査
については、少数組合からの申立が多く
なっている現在、当該事件の解決が企業
全体の中でどれほどの意味を有するのか
疑問である。（使用者側・八代弁護士）

　労働委員会で時間を掛けて和解を行う
ことにより、「紛争」が抜本的に解決さ
れてよいということはある。（使用者
側・八代弁護士）

　労働委員会の審査機能は、申立事件の
約７５％が和解で解決されるなど、紛争
解決の仕組みとしては、一定程度有効に
機能していると考えられる。（使用者
側・杉山氏）

　裁判所の判断の場合と異なり、労働委
員会の審査機能に関する信頼性は低い。
（使用者側・小島氏）

　例えば、労働委員会では、有効に機能
している調整や和解の機能をいかし、審
査機能は廃止して、裁判所における労使
の参与制に組み替えていくといったこと
も考えられるのではないか。（使用者
側・杉山氏）

　ア　労働委員会制度の評
　　価、問題点等・労働委員
　　会の機能

(1)　労働委員会の救済命令に
　対する司法審査制度の役割

５　労働委員会の救済命令に対す
　る司法審査の在り方について
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　　・審査手続 　労働委員会における事実認定は、裁判
所に比べれば丁寧に行っており、それほ
ど問題はないと考えている。認定した事
実の評価については、権利義務の観点か
ら行う裁判所の判断に引きずられて、労
働委員会の判定に問題のある事案も出現
している。（労働者側・井上弁護士）

　労働委員会の審問では、①適切な争点
整理がなされておらず、当事者任せの運
営であり、②証人の宣誓がなく、③審問
廷での腕章の着用を許すなど審問廷の秩
序が良くないとともに、④廷吏がいない
ことによりヤジの制止が不十分であるな
ど、問題が多い。（使用者側・杉山氏）

　初審で尋問を行った証人のうち、再審
でも重複して採用した割合は、約１／３
である。（中央労働委員会）

　労働委員会の手続上の問題として、①
宣誓がないこと、②任意に出頭しない証
人に対して強制することができないこ
と、③強力な保全措置がないこと等が挙
げられる。（東京都地方労働委員会）

　調査は、争点整理を目標としている
が、「弁論兼和解」のように和解の機会
を探る場となることも多い。（東京都地
方労働委員会）

　中央労働委員会においては、調査の段
階で主張・争点を整理し、証人の採否を
決定した上で、審問に入るなど、証拠調
べを計画的に行うこととしている。（中
央労働委員会）

　不当労働行為事件では、労働組合法第
７条に規定する規範的構成要件を構成す
る具体的事実が多数あるため、人事訴訟
と同様に、争点整理が複雑多岐にわたる
こととなる。（東京都地方労働委員会）
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　労働事件は、人事訴訟事件と同様に、
要件事実だけでなく、背景となる周辺事
実の立証も必要であり、これらの整理に
もかなりの労力が必要となる。（東京都
地方労働委員会）

　調査段階で和解の見込みがない場合に
は審問に入るが、その後も審問の途中又
は結審後に再度和解を試みることも多
い。（東京都地方労働委員会）

　不当労働行為事件の命令交付までのパ
ターンとしては、結審後に和解勧試を行
い、不調となった後に命令を交付するも
のが最も多いのではないか。（東京都地
方労働委員会）

　労働委員会での証拠調べは争点に沿っ
て行われているのだろうか。また、労働
委員会での事実認定はいかがなものかと
いう感じがする。例えば、反対証拠を排
除した場合の理由はどうかといった点で
ある。（東京地方裁判所）

　極端な事例として、紛争の一方当事者
が労働委員会で何も立証しない事件もあ
る。（東京都地方労働委員会）

21 ページ



　　・労働委員会の判断 　労働委員会の判断に対しては、使用者
側の信頼は形成されていない。ある地労
委では、申立事案のうち却下・棄却され
たものが数年間ないとともに、発せられ
た救済命令のほとんど全てで不服が申し
立てられている。本来却下・棄却される
べき事案について、和解等において、使
用者側が不当な譲歩を強いられている場
合もあるのではないかと考えられる。
（使用者側・杉山氏）

　地労委の事務の自治事務化に伴い、統
一的な人事・教育がなされていないこと
や、労働委員会には判例を軽視する傾向
があることによって、信頼できない判断
が拡大していくのではないかと思われ
る。（使用者側・杉山氏）

　労働委員会の法解釈は裁判所と大きく
異なっており問題である。（使用者側・
杉山氏）

　再審査段階における中央労働委員会に
よる是正を期待してか、各地方労働委員
会の判断には統一性がないと感じられ
る。（使用者側・八代弁護士）

　裁判所と同様の観点から、準司法機関
にふさわしい活動をしてもらいたい。労
働委員会は権利義務関係を確定すること
により労働者を救済することとなるのか
否かを判断する準司法的な機関であるべ
きであると考えている。また、非常勤の
公益委員を中心とする労働委員会の判定
と常勤の裁判官による判定では異なる点
があるのではないか。労働委員会の存在
意義についても再検討すべきではない
か。（使用者側・小島氏）
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　使用者側から見ると、労働委員会の判
断は到底是認できないものである。証拠
に基づいた認定がなされているか疑問で
あり、速く裁判の場で判断し直してもら
いたいという場合がある（例えば、「前
回不当労働行為をした前歴があるから、
今回も不当労働行為をしたに違いな
い。」等）。（使用者側・八代弁護士）

　労働委員会の判断の中には、判例と乖
離しているものがある。（使用者側・八
代弁護士）

　結果的に救済命令が維持された場合
（取消訴訟は棄却）でも、その理由付け
が労働委員会の理由付けと異なる場合が
あり、使用者側としては、訴訟を提起し
てみないと分からないという部分があ
る。（使用者側・八代弁護士）

　裁判所については、判決の結論に不満
があっても手続の中立性・公平性を疑う
使用者はまずいないが、労働委員会につ
いては、制度それ自体への不信感がある
ので、救済命令を遵守しようという気持
ちが起きない。特に、裁判所による相次
ぐ救済命令の取消が不信感を助長してい
る。また、救済命令には理解に苦しむ事
実認定もある。（使用者側・角山弁護
士）

　　・審査の長期化 　労働委員会の審査期間は長いので、公
益委員が指揮をとって計画的な審問を
しっかり行ってほしい。また、事務局の
専門性を高めることも必要である。（労
働者側・井上弁護士）

　労働委員会の審査の長期化に関して
は、あまり改善は見られないように思
う。（使用者側・角山弁護士）

　事件類型別の平均処理日数（再審）
は、平成１３年では、１号事件が1,427
日、２号事件が334日、３号事件が1,779
日、４号事件は該当なしとなっている。
（中央労働委員会）

23 ページ



　労働委員会での審査期間の長期化につ
いては、審査手続を民事訴訟の手続に近
づけていけば、短縮を図ることは可能で
あるが、労働委員会制度の在り方とし
て、審査（判定）を重視するのか、それ
とも、和解（調整）による解決を重視す
るのかを検討することが必要である。審
査機能の充実を目指す場合には、当該
「事件」は迅速に処理できても、「紛
争」全体の解決にはつながらないことが
あるのではないか。（使用者側・八代弁
護士）

　事件処理の長期化の要因としては、①
事件の複雑化（賃金差別事件等）、②実
質的には個別紛争である合同労組事件
（形式的には団交拒否）の増加、③和解
の潮時や成否の見極めが難しい事件、和
解の成立が困難な事件の増加、④特に中
央労働委員会に関しては、昭和６２年以
降のＪＲ関係事件の急増、⑤職員人事の
ローテーション化（中央労働委員会で
は、以前は独自に事務局職員を採用して
いたが、近年は厚生労働省本省とのロー
テーション人事の中に組み込まれ、的確
な人員配置が困難となっており、事件の
処理能力の低下につながっている。）、
⑥危機意識が不足していたこと（最近は
強く浸透してきている。）等が考えられ
る。（中央労働委員会）

　労働委員会では、申立側が「自主交渉
をしたい」として時間がかかるケースも
ある。したがって、①時間がかかっても
和解で解決すべき事件と、②早急に命令
を出すべき事件を振り分けることが必要
である。それを区別せずに、審問をして
いるのか和解をしているのか分からない
ようなことがある。その振り分けをクリ
アにして、②については審理過程の計画
化を図ることが必要である。その両者を
曖昧にして、「とりあえず和解しよ
う」、「とりあえず話を聞こう」という
ことになってしまっている。公益委員の
力量でその切り分けをしていけば、審査
の長期化という問題にはならないのでは
ないか。（使用者側・八代弁護士）

　事件の平均処理日数についての特徴と
しては、初審では第１回審問から結審ま
での期間が、再審では結審から命令書交
付までの期間が長くなっていることが挙
げられる。（中央労働委員会）
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　労働委員会の審査期間が長期化してい
ることについては、①大量のＪＲ事件が
申し立てられたこと、②申立人側が審問
時において腕章を着用していた事件につ
いて、数年間手続の進行が停止されたこ
とがあったこと、③地労委命令に質のば
らつきがあるため、中労委で取消訴訟を
見越したしっかりした命令を作成する必
要があることといった事情があり、同情
の余地はある。（使用者側・杉山氏）

　期日の設定に際しては、当事者の代理
人である弁護士、公益委員、労使の参与
委員の全ての日程を合わせることが困難
なため、期日が先に延びることも多い。
特に当事者の代理人である弁護士全員の
日程を合わせることも困難である。（東
京都地方労働委員会）

　労働委員会の救済命令については、結
審後命令の発出までに期間がかかってい
る。（使用者側・小島氏）

　命令の起案に時間がかかっているが、
労働事件においては、裁判所の判決のよ
うな緻密な命令を作成することよりも、
事件の迅速な処理を優先することが必要
ではないか。（東京都地方労働委員会）

　不当労働行為の救済を申し立てた労働
組合の組合員数は、当初数十名であった
ものが、中央労働委員会の審査に時間が
かかっているうちに減少してしまった事
例を見たことがあり、審理期間の長さが
効果的な救済のブレーキとなっていると
感じられる。（東京地方裁判所）

　　・審査体制 　非常勤の公益委員が命令を出すという
のが労働委員会制度のメリットであると
言われており、まず、労働委員会の事務
局の専門性を高めることが必要である。
（労働者側・鴨田弁護士）

　労働委員会の審問は、非常勤である公
益委員に熱意と時間がないと難しいので
はないか（膨大な資料が提出されるの
で。）。また、公益委員の力量にも差異
があり、判断のばらつきが大きい。この
ことも労働委員会の信頼性に疑問を生じ
させているのではないか。（使用者側・
角山弁護士）

　公益委員に現状以上の負担を求めるこ
とは困難であり、公益委員の一部常勤化
や委員数の増加が必要と考えられる。
（東京都地方労働委員会）
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　労委にはバランス感覚を持った公労使
の委員がいて、労使の信頼関係の回復に
向けてまとめようと努力している。（労
働者側・小山氏）

　不当労働行為の審査を行う公益委員は
非常勤で忙しい人が多く、膨大な資料が
提出される複雑な事件を精査することは
たいへんである。公益委員の人数を増や
したり、米国のＮＬＲＢの行政法裁判官
のように常勤化することが必要ではない
か。ただし、事件数等から見て社会的な
リソースをそこに振り向けられるかどう
かの問題がある。（使用者側・角山弁護
士）

　公益委員は非常勤であるが、週２，３
回程度出勤することが必要であり、それ
ぞれの本務を抱えている中で負担はかな
り重い。（東京都地方労働委員会）

　現行の労働委員会制度では、公益委員
として、労働事件を担当したことのない
弁護士等が選任されることから、「とに
かく話を聞いてみよう」といった審理の
仕方になってしまうことがある。（使用
者側・八代弁護士）

　公益委員（全員）の常勤化・専従化を
図ることとすると、本務を持って活躍し
ている人材を獲得することは困難となる
と考えられる。その意味で一部常勤化で
あればあり得るのではないか。（東京都
地方労働委員会）

　労働委員会の労使委員は審問・合議に
は関与しておらず、「参審制」の意味で
の労使の関与は労働委員会でも行われて
いない。（使用者側・杉山氏）

　公益委員には非法律家もいるととも
に、労使の対立が非常に激しく複雑な事
件も多いことから、公益委員を増員し、
その一部を常勤化することにより、複数
の公益委員（法律家と非法律家）で事件
を担当することが望ましいと考えられ
る。（東京都地方労働委員会）

　労働委員会は和解による解決の面で実
績があり評価できる。労働委員会の労使
の参与委員は、事件の状況を労使双方に
説明するほか、和解に際して公益委員と
連絡を密にするなど十分活躍していると
考えられる。労使委員は労使いずれかの
代弁者であってはならず、時には当事者
に強く助言・諫言することが求められ
る。（使用者側・小島氏）

　紛争当事者は、労使の参与委員は自ら
の利益の代弁者であるとの意識が強いの
で、各参与委員もそれを無視できないと
ころがあり、紛争当事者の意識改革を図
ることも必要であると考えられる。（東
京都地方労働委員会）
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　労働委員会の労使委員は和解で有効に
機能している。（使用者側・杉山氏）

　争点整理、審問手続等は公益委員が
リーダーシップを発揮して行っており、
労使の参与委員の関与によってそれらが
歪められたり、変な方向に進むというこ
とはない。調査・審問等に問題があると
すれば、それは参与委員の影響ではな
く、担当の審査委員に問題があるという
ことである。（中央労働委員会、東京都
地方労働委員会）
　労使の参与委員の主な活躍の場は、和
解の手続において、和解案の作成、紛争
当事者の説得等を行ってもらうことにあ
る。和解を進める上で労使委員の果たす
役割は非常に重要である。（中央労働委
員会、東京都地方労働委員会）

　審査体制の強化としては、公益委員の
常勤化よりも、事務局体制の整備の方が
先決ではないかと考えられる。（中央労
働委員会）

　事務局職員には、実務上は、不当労働
行為事件に係る事実の認定を行う技能・
能力が必要であると感じられる。（中央
労働委員会）

　東京都地方労働委員会においても、事
務局職員は都庁本庁とのローテーション
人事の中に組み込まれており、専門家の
確保、研修での養成が困難となってい
る。（東京都地方労働委員会）
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　　・取消訴訟 　東京地方裁判所においては、取消訴訟
の審理の迅速化のための工夫として、原
告及び被告双方の承諾を前提として、第
１回期日から弁論準備手続とし、文書で
準備すべきものを依頼する。そして、救
済命令の事実認定について、争う事実を
明示してもらい、労働委員会には当該事
実を認定した証拠を提出してもらうとと
もに、原告にも争う部分に限定して証拠
の提出をお願いすることとしている。
（東京地方裁判所）

　労働委員会の救済命令の取消訴訟は、
全国の件数の約６割が東京地方裁判所で
審理されている。（東京地方裁判所）

　労働委員会は長年の経験に基づいた判
断を行っており、裁判所は労働委員会を
信用してほしい。（中央労働委員会）

　裁判所は、救済命令の取消訴訟におい
て、当該事件を白地から判断するのでは
なく、労働委員会の判断を前提としてそ
の判断の是非を判断することとしてほし
い。（中央労働委員会）

　不当労働行為事件は、同一の事件を労
働委員会及び裁判所の双方に申し立てる
ことができるので、取消訴訟において
も、裁判所としては、当該事件が裁判所
に提起された場合を想定して、白地から
処理することを考えざるを得なくなって
いるのではないかと考えられる。（東京
都地方労働委員会）
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　命令書への証拠の摘示については、将
来的には望ましいと考えられるが、①地
方労働委員会の命令書でも行わなければ
ならないこと、②行政処分に証拠の摘示
を行うことは、他の行政処分との関係で
適当か否か検討が必要であることから、
現時点では困難である。（中央労働委員
会）

　命令書に証拠は摘示していないが、取
消訴訟において裁判所から釈明を求めら
れた場合には、証拠を示している。（中
央労働委員会）

　労働委員会については、審査に時間が
かかること、「事実上の５審制」により
さらに時間がかかることが問題である。
（労働者側・小山氏）

　「事実上の５審制」という言葉は、労
働委員会段階の審級２段階と裁判所段階
の審級３段階を合わせたものであり、異
なる制度の審級制が重なったものを１つ
にまとめて表現したものであって、誤解
を招く言葉である。行政機関である労働
委員会の救済命令は行政権の行使の一形
態であり、取消訴訟は必要な制度であ
る。（使用者側・杉山氏）

　いわゆる５審制の問題については、労
働委員会の役割が問われている（将来を
見据えた円満な紛争解決を図るのか、訴
訟の第一審に代替するような一刀両断の
紛争解決を図るのか）ものであり、労働
委員会の現状についての実証的な研究が
必要であり、厚生労働省での検討成果に
期待している。（最高裁判所）

　労働委員会制度の中で再審査が可能と
なっているが、２段階の審査を経ること
でよいのではないかと考える。（労働者
側・小山氏）

　司法権によるチェックは、利用するか
否かは別としても、最後のよりどころと
して必要であり、労働委員会段階、裁判
所段階のそれぞれで迅速化を図るべきで
ある。（使用者側・杉山氏）

　労働委員会制度は、本来、時間を掛け
て審理を行い、さらに裁判所で３段階の
審理をすることを想定した制度ではない
ので、まず労働委員会制度の改善・強化
を図り、行政処分としてもっと短期間で
結論を出せるようにすべきであると考え
られる。（東京都地方労働委員会）

(2)　審級省略の当否等
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　裁判所は、労働委員会が直接に事件を
審査しているということに謙虚になって
ほしい。（労働者側・井上弁護士）

　中労委の再審査でも７５％程度が和解
で解決している。また、地労委は各都道
府県で設置しており独立性が高く、判断
の内容にばらつきがあることから、中労
委がフィルターをかけることが必要では
ないか。したがって、労働委員会制度を
存続させるのであれば、２段階の審級は
必要と考えている。（使用者側・杉山
氏）

　審級省略等を導入する前提条件として
は、①裁判所は要件事実という見方で事
件を見ているので、労働委員会として
も、そのことをわきまえ、事件を判断・
認定する手法として要件事実論を用いて
いくこと、また、そのために、そうした
方向での研修を実施すること、②裁判所
が労働事件の専門性を認めること、が必
要ではないかと考えられる。（中央労働
委員会）

　審級制については、裁判所も含めて全
体の在り方を考えるべきである。（労働
者側・古山氏）

　裁判所での審理はいわゆる新民訴法の
下で迅速化しており、特に高裁では１，
２回の審理で結審するとともに、現在の
最高裁の上告受理制度にかんがみれば、
司法審査段階の審理は格段に速くなって
いる。（使用者側・八代弁護士）

　労働委員会における証拠調べの手続が
十分に強化されていないことを前提とし
た場合、①審級省略を導入することの可
否、②審級省略を考えるとして、地方裁
判所と高等裁判所の適正な事務分担を考
慮すると、緻密な証拠調べを行うのに地
方裁判所又は高等裁判所のいずれが適当
かといった問題について、全体的な検討
を行うことが必要である。（東京都地方
労働委員会）

　不当労働行為事件について、労働委員
会、裁判所をトータルで見ると、審理期
間に関して裁判所は随分改善している。
（使用者側・八代弁護士）

　審級省略を導入する前提としては、労
働委員会の証拠調べの現状（審査手続、
組織体制等）を大幅に改善・強化するこ
とが必要であり、その上で、裁判におけ
る証拠調べの充実という観点からは、む
しろ地方裁判所ではなく高等裁判所を省
略するようなことも考えられるのではな
いか。（東京都地方労働委員会）

　使用者側の労働委員会に対する期待と
労働委員会が考えている役割に違いがあ
るのではないか。使用者側としては労働
委員会には準司法的機関としての機能を
期待しているが、労働委員会は行政機関
としてあるべき労使関係の構築に向けて
自由自在に決められると思っているので
はないか。労働委員会制度を根本的に変
えるのであれば、５段階の審級は不要か
もしれない。（使用者側・小島氏）

　三権分立の下、司法権による行政の
チェックは３審制により確保されるべき
ものと考えている。（使用者側・杉山
氏）
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　労働委員会と訴訟とで同じ証人に対し
て尋問がなされた結果についても、労働
委員会の審問については、宣誓がされて
いなかったり、秩序が保たれていないな
ど、裁判所の場合と異なって信頼性に難
があり、実質的証拠法則を導入すること
は疑問である。（使用者側・杉山氏）

　救済命令の取消訴訟では、労働委員会
による認定事実の評価がおかしいという
ことになることはあるが、裁判所の段階
で新たな証拠や事実関係が出されること
は少ないと感じられる。（東京地方裁判
所）

　使用者側弁護士としては、労働委員会
の事実認定に実質的証拠法則を適用する
ことは到底無理であると考えている。
（使用者側・角山弁護士）

　実質的証拠法則は、公正取引委員会、
電波監理審議会等の法律以外の分野の知
識が必要不可欠な紛争類型に係る手続に
おいて採用されているが、裁判所は、労
働事件に係る事実認定には、そうした法
律以外の分野の知識を必要とするものは
ないと感じているのではないか。（東京
都地方労働委員会）

　裁判所と労働委員会では、証拠調べに
関する権限が異なっているが、事実認定
の質的な内容に差異はないと考えられ
る。（東京都地方労働委員会）

　　・新証拠の提出制限 　使用者側が、労働委員会の審査の場で
は証拠を提出せず、救済命令の取消訴訟
の裁判で初めて証拠を提出する事例があ
るか否かについては、担当する事件の中
では、そうした事例の経験はない。もっ
とも、労働委員会における審問後の状況
が主張されることはある。（東京地方裁
判所）

　救済命令に強制力がなく、裁判で結論
が覆されることがある。（労働者側・古
山氏）

　緊急命令が本案判決と同時に出される
ことが多いが、これでは救済命令の実効
性確保が十分には図れないので、緊急命
令はより早期に出してほしい。（中央労
働委員会）

　労働者側は弁護士費用を負担すること
が困難であるので、個人的には、労働委
員会での手続も念頭に置いて、法律扶
助・公的扶助制度の整備を図ることも必
要ではないかと考えられる。（東京都地
方労働委員会）

(3)　実質的証拠法則

(4)　その他
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